
税
務
課（
1
内
線
2
4
1
・
2
4
2
） 

市
民
課（
1
内
線
2
5
7
・
2
5
8
） 

１０
月
１
日
よ
り
保
険
証
の 

　
　
番
号
が
替
わ
り
ま
す 

有
効
期
限
の
ご
確
認
を 

国
保
税
の
滞
納
に
ご
注
意 

高
齢
受
給
者
証
を 

　
　
お
持
ち
の
か
た
へ 

夜
間
納
税
相
談
の
ご
案
内 

　
国
民
健
康
保
険
証
が
更
新
さ
れ
、
１０
月
１

日
か
ら
新
し
い
保
険
証
と
な
り
ま
す
。
今
年

は
、
保
険
証
の
番
号
も
替
わ
り
ま
す
の
で
、

ご
注
意
願
い
ま
す
。 

　
現
在
使
用
中
の
国
民
健
康
保
険
証
は
、
9

月
３０
日
が
有
効
期
限
と
な
っ
て
い
ま
す
。
新

し
い
保
険
証
は
9
月
３０
日
ま
で
に
被
保
険
者

宅
へ
郵
送
し
ま
す
。
保
険
証
の
色
は
、
一
般

は
「
オ
レ
ン
ジ
色
」、
退
職
者
は
「
青
色
」

で
引
き
続
き
同
じ
色
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

　
旧
保
険
証
は
、
市
民
課
、
も
し
く
は
最
寄

り
の
公
民
館
へ
お
返
し
く

だ
さ
い
。 

 　
保
険
証
番
号
の
統
一
を

図
る
た
め
、
保
険
証
番
号

の
カ
タ
カ
ナ
の
部
分
が
0

に
替
わ
り
ま
す
。（
ア
ル

フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
場
合
は
9

に
替
わ
り
ま
す
） 

現在 改正 
井勝 ア001-0001 ⇒ 井勝 0001-0001 

井勝 K002-0002 ⇒ 井勝 9002-0002 

国保の番号は世帯全員同じ番号です。 

　
お
仕
事
な
ど
で
日
中
、
ご
都
合
の
悪
い
か 

た
に
対
し
、
午
後
9
時
ま
で
納
税
相
談
を
行 

っ
て
い
ま
す
。 

　
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
な
お
、
夜 

間
相
談
希
望
の
か
た
は
事
前
に
左
記
ま
で
ご 

連
絡
く
だ
さ
い
。 

該　　当　　者 有効期限 

退職者(H19.10.2～H20.3.1 
の間の75歳到達者)

誕生月の末日 

退職者 
　（H20.3.2以降75歳到達者） 

H20.3.31

H20.3.1までに老人医療に 
該当したかた 

H20.3.31

H20.4.2以降75歳到達者 誕生日の前日 

年
金
受
給
者
の 

　
住
所
変
更
手
続
き
に
つ
い
て 

遺
族
年
金
の 

　
　
請
求
方
法
に
つ
い
て 

国
民
年
金
の
お
問
い
合
わ
せ 

　
福
井
社
会
保
険
事
務
所（
福
井
厚
生
年
金
会 

　
館
裏
）　
　（
1
0
7
7
6
‐
２３
‐
4
5
1
8
） 

国
民
年
金
、国
民
健
康
保
険
の
お
問
い
合
わ
せ
 

　
市
民
課
　
　
　（
1
内
線
2
5
7
・
2
5
8
） 

消費者センター情報 
くらしの意識調査　～消費生活トラブルの経験～  
（実施日：平成19年2月、回収156枚、複数回答あり） 

Ｑ1 あなたとあなたのご家族に、平成18年4月からの 
 1年間で下記のような経験がありますか 

Ｑ2 どのように解決しましたか 

Ｑ3 消費者と業者が対等な立場になるためには何が 
 必要だと思いますか 

食品の賞味期限切れ 

個人情報を聞く不審業者 

クリーニングトラブル 

しつこい勧誘､不退去､監禁 

架空請求（ハガキなど） 

食品の異物混入 

不当表示（価格など） 

インターネット不当請求 

説明不十分、虚偽説明 

クーリングオフ回避 

サイドビジネス商法 

製品事故 

法外なキャンセル料請求 

書面不交付 

その他 

全くなかった 

業者へ事実を伝えた 

商品のお客様相談を利用 

消費者センターなどを利用 

弁護士や裁判所などを利用 

業界のお客様相談を利用 

法テラスを利用 

その他 

解決できなかった 

業者が情報提供する 

消費者が情報収集する 

分からない 

公的機関が情報提供する 

その他 

51

29
6
3
1
1
0

19
35

47
37

5
5
0

32
31
30
26
23

12
9

5
3
2
2
2
1
4

46

　調査の結果、回答者の約70％が何らかの消費生活ト

ラブルを被っていることが分かりました。そのうちト

ラブルを解決できたのは約62％で、業者と消費者の立

場は対等と答えたのは約58％という結果になりました。 

消費者センター（1内線256） 

（人） 

（人） 

（人） 

9広報かつやま9月号 No.633 8 広報かつやま9月号 No.633

退
職
者
医
療
制
度
加
入
の
か
た
　

①
　
１０
月
2
日
以
降
3
月
１
日
ま
で
に
７５
歳

と
な
ら
れ
る
か
た
は
、
老
人
医
療
に
該
当

し
ま
す
の
で
、
有
効
期
限
は
誕
生
月
の
末

日
と
な
っ
て
い
ま
す
。（
た
だ
し
、
１１
月

１
日
生
ま
れ
の
か
た
は
１０
月
３１
日
と
な
り

ま
す
。）

誕
生
月
翌
月
か
ら
は
一
般
の
保
険
証
に

切
り
替
わ
り
ま
す
。
誕
生
月
に
申
請
が
必

要
と
な
り
ま
す
の
で
、
ご
案
内
し
ま
す
。

②
　
平
成
２０
年
4
月
１
日
か
ら
、
６５
歳
以
上

の
退
職
者
医
療
制
度
が
廃
止
さ
れ
ま
す
の

で
、
有
効
期
限
は
平
成
２０
年
3
月
３１
日
と

な
っ
て
い
ま
す
。
3
月
中
に
一
般
の
保
険

証
を
郵
送
し
ま
す
。

平
成
２０
年
4
月
１
日
以
前
に
７５
歳
以
上
に
な

っ
て
い
る
か
た
、
６５
歳
以
上
で
老
人
医
療
に

該
当
さ
れ
て
い
る
か
た

現
在
加
入
中
の
保
険
証
は
平
成
２０
年
3
月

３１
日
で
使
用
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
有
効
期

限
は
平
成
２０
年
3
月
３１
日
と
な
っ
て
い
ま

す
。
替
わ
り
に
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
者
証

が
3
月
中
に
配
達
記
録
証
明
で
郵
送
さ
れ
ま

す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

平
成
２０
年
4
月
2
日
以
降
７５
歳
と
な
る
一
般

の
か
た

誕
生
日
か
ら
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

加
入
し
ま
す
の
で
、
誕
生
日
の
前
日
が
有
効

期
限
と
な
り
ま
す
。

8
月
に
一
斉
更
新
し
ま
し
た
が
、
保
険
証

の
番
号
が
替
わ
り
ま
す
の
で
、
再
度
、
保
険

証
と
同
封
し
郵
送
し
ま
す
。
古
い
高
齢
受
給

者
証
は
保
険
証
と
一
緒
に
返
還
願
い
ま
す
。

◎
住
民
票
が
勝
山
市
に
な
い
か
た

住
民
票
が
勝
山
市
に
な
い
か
た
で
保
険
証

が
必
要
な
か
た
は
、
１０
月
１
日
以
降
に
市
民

課
で
交
付
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】

▼
就
学
中
の
か
た
　
在
学
証
明
書
等

▼
長
期
に
わ
た
り
住
居
を
離
れ
る
か
た
　

入
所
証
明
書
（
施
設
や
寮
入
所
の
場
合
）

※
卒
業
さ
れ
て
い
る
か
た
は
、
必
ず
市
民
課

へ
届
け
て
く
だ
さ
い
。
国
保
税
も
か
か
っ

た
ま
ま
と
な
っ
て
い
ま
す

特
別
な
事
情
が
な
く
国
民
健
康
保
険
税
を

滞
納
す
る
と
、
収
納
状
況
に
応
じ
て
次
の
よ

う
な
措
置
が
取
ら
れ
ま
す
。
国
保
税
は
必
ず

納
め
ま
し
ょ
う
。

１．

納
期
限
を
過
ぎ
て
も
未
納
の
場
合
、
督

促
に
よ
り
納
付
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

2．

そ
れ
で
も
納
め
な
い
場
合
、
通
常
の
保

険
証
よ
り
も
有
効
期
限
が
短
い
「
短
期
被

保
険
者
証
」
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

3．

納
期
限
か
ら
１
年
間
を
過
ぎ
、
特
別
な

理
由
も
な
い
場
合
に
は
、
保
険
証
に
代
え

て
「
資
格
証
明
書
」
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

こ
れ
は
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
で
あ

る
こ
と
を
証
明
す
る
だ
け
の
も
の
で
、
医

療
機
関
に
か
か
っ
た
場
合
、
医
療
費
は
全

額
負
担
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

一
度
「
資
格
証
明
書
」
が
交
付
さ
れ
る

と
、
完
納
す
る
か
、
滞
納
額
が
著
し
く
減

少
し
た
場
合
を
除
い
て
保
険
証
は
交
付
さ

れ
ま
せ
ん
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

保
険
税
の
納
付
が
困
難
な
場
合
は
、
お
早

め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
な
お
、
所
得
が
著

し
く
減
少
し
た
場
合
は
、
条
件
に
該
当
す
れ

ば
減
免
制
度
を
ご
利
用
で
き
ま
す
。

私
は
、
現
在
６３
歳
で
厚
生
年
金
を

も
ら
っ
て
い
ま
す
。
夫
婦
2
人
暮
ら

し
で
す
。
実
家
の
あ
る
田
舎
に
引
っ
越
し
て

老
後
を
過
ご
そ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
の

際
に
市
役
所
へ
の
転
入
届
と
は
別
に
、
社
会

保
険
庁
に
も
住
所
の
変
更
手
続
き
が
必
要
だ

と
聞
き
ま
し
た
。
ま
た
現
在
の
年
金
受
給
口

座
も
田
舎
に
あ
る
金
融
機
関
に
替
え
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。
ど
の
よ
う
な
手
続
き
を
す

れ
ば
よ
い
で
す
か
。

手
続
き
に
は
、「
年
金
受
給
者
権

者
住
所
・
支
払
金
融
機
関
変
更
届
」

と
い
う
ハ
ガ
キ
を
使
っ
て
行
い
ま
す
。
こ
の

ハ
ガ
キ
で
住
所
の
変
更
と
受
取
金
融
機
関
の

変
更
が
同
時
に
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま

す
。
最
寄
り
の
社
会
保
険
事
務
所
、
市
役
所
、

金
融
機
関
の
窓
口
に
あ
り
ま
す
。
ハ
ガ
キ
に

は
基
礎
年
金
番
号
と
年
金
コ
ー
ド
、
生
年
月

日
、
新
住
所
、
年
金
の
受
け
取
り
を
希
望
す

る
金
融
機
関
の
本
人
名
義
の
口
座
番
号
（
必

ず
金
融
機
関
で
口
座
の
確
認
印
を
も
ら
う
こ

と
、
住
所
の
み
変
更
の
場
合
は
不
要
）、
提

出
日
を
記
入
し
、
署
名
・
押
印
を
し
て
新
住

所
地
を
管
轄
す
る
社
会
保
険
事
務
所
に
郵
送

し
ま
す
。

私
は
、
現
在
７０
歳
に
な
り
ま
す
。

先
月
、
夫
が
病
気
の
た
め
亡
く
な
り

ま
し
た
。
夫
は
、
約
４０
年
厚
生
年
金
に
加
入

し
て
い
ま
し
た
の
で
、
年
額
2
8
0
万
円
程

の
年
金
を
も
ら
っ
て
い
ま
し
た
。
私
は
、
年

額
６０
万
円
程
の
国
民
年
金
を
も
ら
っ
て
い
ま

す
。
遺
族
年
金
の
請
求
に
つ
い
て
、
ど
の
よ

う
な
手
続
き
を
し
た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
か
。

手
続
き
は
、
住
所
地
を
管
轄
す
る

社
会
保
険
事
務
所
で
行
い
ま
す
。
提

出
す
る
書
類
は
、「
未
支
給
請
求
書
・
年
金
受

給
者
死
亡
届
」と「
遺
族
給
付
裁
定
請
求
書
」、

「
年
金
受
給
選
択
申
出
書
」
で
す
（
用
紙
は
、

社
会
保
険
事
務
所
に
備
え
て
あ
り
ま
す
）。

添
付
す
る
書
類
は
、「
亡
き
夫
の
年
金
証
書
」

「
あ
な
た
の
年
金
証
書
」「
戸
籍
謄
本
」「
住

民
票
」「
住
民
票
の
除
票
」「
死
亡
診
断
書
の

写
し
」「
あ
な
た
の
所
得
証
明
」
な
ど
で
す
。

勝
山
商
工
会
議
所
で
月
2
回
行
わ
れ
る
社
会

保
険
相
談
で
も
手
続
き
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
今
回
受
給
で
き
る
遺
族
厚
生
年
金

は
、
年
額
1
8
0
万
円
程
と
思
わ
れ
、
加
え

て
現
在
受
給
し
て
い
る
国
民
年
金
（
老
齢
基

礎
年
金
）
と
両
方
を
受
給
で
き
ま
す
。
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